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○
青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
等
を
定
め
る

 
規
則　

新
旧
対
照
条
文

 

［
外
国
人
保
護
関
係
］

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改
正
案

現　

行

 
 

　

（
条
例
別
表
第
一
の
規
則
で
定
め
る
事
務
等
）

　

（
条
例
別
表
第
一
の
規
則
で
定
め
る
事
務
等
）

 
 

第
二
条　

略

第
二
条　

略

 
 

２
～
３　

略

２
～
３　

略

 
 

４　

条
例
別
表
第
一
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

４　

条
例
別
表
第
一
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 

一
～
六　

略

一
～
六　

略

七　

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
外
国
人
に
対
す

 

る
被
保
護
者
健
康
管
理
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務 

 

八　

生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
外
国
人
に
対
す
る
保
護
に
要

七　

生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
外
国
人
に
対
す
る
保
護
に
要

 
 

す
る
費
用
の
返
還
に
関
す
る
事
務

す
る
費
用
の
返
還
に
関
す
る
事
務

九　

生
活
保
護
法
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

八　

生
活
保
護
法
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

の
規
定
に
準
じ
て
行
う
外
国
人
に
対
す
る
保
護
に
係
る
徴
収
金
の
徴
収
（
同
法
第

の
規
定
に
準
じ
て
行
う
外
国
人
に
対
す
る
保
護
に
係
る
徴
収
金
の
徴
収
（
同
法
第

七
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
外
国
人
に
対
す
る
保

七
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
外
国
人
に
対
す
る
保

護
に
係
る
徴
収
金
の
徴
収
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務 
護
に
係
る
徴
収
金
の
徴
収
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務 

 
 

５
～
１
０　

略

５
～
１
０　

略
 

 

第
三
条　

略

第
三
条　

略

 
 

２
～
４　

略

２
～
４　

略

５　

条
例
別
表
第
二
の
五
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
前
条
第
四
項
各
号(

第
五

５　

条
例
別
表
第
二
の
五
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
第
二
条
第
四
項
各
号(

第

号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
事
務(

同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に

五
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
事
務(

同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
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あ
っ
て
は
、
同
号
の
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
開
始
及
び
外
国
人
に
対
す
る
保
護

っ
て
は
、
同
号
の
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
開
始
及
び
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の

の
変
更
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
に
限
る
。)

と
し
、

変
更
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
に
限
る
。)

と
し
、
同

同
表
の
五
の
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
生
活
保
護
法
第
二
条
の
規
定
に
準
じ

表
の
五
の
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
生
活
保
護
法
第
二
条
の
規
定
に
準
じ
て

て
行
う
保
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
外
国
人
又
は
同
条
の
規
定
に
準
じ
て
行

行
う
保
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
外
国
人
又
は
同
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う

う
保
護
を
受
け
て
い
た
外
国
人(

以
下
「
外
国
人
要
保
護
者
等
」
と
い
う
。)

に
係

保
護
を
受
け
て
い
た
外
国
人(

以
下
「
外
国
人
要
保
護
者
等
」
と
い
う
。)

に
係
る

る
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
第
十
九

法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
第
十
九
条

条
第
一
号
ニ
か
ら
リ
ま
で
、
ル
か
ら
ワ
ま
で
、
ム
、
ウ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
情
報
と

第
一
号
ニ
か
ら
リ
ま
で
、
ル
か
ら
ワ
ま
で
、
ム
、
ウ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
情
報
と
す

 
 

す
る
。

る
。

 
 

６
～
８　

略

６
～
８　

略

 
 

第
四
条　

略

第
四
条　

略

 
 

第
五
条　

略

第
五
条　

略

 
 

２
～
３　

略

２
～
３　

略

４　

条
例
別
表
第
三
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
第
二
条
第
四
項
第
一
号

４　

条
例
別
表
第
三
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
第
二
条
第
四
項
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務(

同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ

か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務(

同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ

っ
て
は
、
同
号
の
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
開
始
及
び
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の

っ
て
は
、
同
号
の
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
開
始
及
び
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の

変
更
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
に
限
る
。)
と
し
、
同

変
更
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
に
限
る
。)

と
し
、
同

表
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
次
に
掲
げ

表
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
次
に
掲
げ

 
 

る
情
報
と
す
る
。

る
情
報
と
す
る
。

 
 

一
～
三　

略

一
～
三　

略

 
 

５
～
９　

略

５
～
９　

略


